
議案第６５号 

 

嘉島町総合運動公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

の制定について 

 

嘉島町総合運動公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を次

のとおり制定するものとする。 

 

令和７年１２月９日提出 

            

                   嘉島町長 鍋田 平   

 

 

（提案理由） 

物価高騰の影響を鑑み、受益者負担の適正化を踏まえた施設使用料の改定のた

め本条例を制定する必要があるので、地方自治法第９６条第１項第１号の規定に

より議会の議決を求める。 

 



嘉島町総合運動公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

嘉島町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成27年嘉島町条例第20号)の

一部を次のように改正する。 

第６条中「別表」を「別表第１」に改め、同条に次のただし書を加える。 

ただし、教育委員会が必要と認めるときは、臨時に有料施設を定めることができ

る。 

第８条第１項中「別表」を「第６条」に、「別に」を「別表第２に」に改める。 

第17条第２項中「別」を「別表第２」に改める。 

別表を別表第１とし、同表の次に次の１表を加える。 

別表第２(第８条関係) 

１ 多目的競技場 

区分 単位 使用料(円) 

町内 町外 

全面 １時間 3,000 6,000 

陸上トラック 占用使用 １時間 1,800 3,600 

個人使用 １回 50 50 

会議室 １時間 300 300 

多目的室 １時間 300 300 

更衣室(占用使用) １室１

回 

500 500 

冷暖房費 １台 100 100 

(１時間) 

照明施設 

４基全点灯 １時間 2,400 4,800 

４基半点灯 1,200 2,400 

※ 消費税を含む 

２ 野球場 

区分 単位 使用料(円) 



町内 町外 

野球場 １時間 600 1,200 

照明施設 

６基全点灯 １時間 3,600 7,200 

６基半点灯 １時間 1,800 3,600 

４基全点灯 １時間 2,400 4,800 

４基半点灯 １時間 1,200 2,400 

※ 消費税を含む 

３ テニスコート 

区分 単位 使用料(円) 

町内 町外 

全面 １時間 800 1,600 

１面 １時間 400 800 

※ 消費税を含む 

４ 附属設備 

区分 単位 １回の使用料(円) 

附属設備等 放送設備 １式 500 

長机 １台 100 

椅子 １脚 50 

競技者用長椅子 １脚 50 

担架 １台 100 

デジタルスコアボード １基 300 

持込器具 １回 200 

※ 消費税を含む 

５ 人工芝グラウンド 

区分 単位 使用料(円) 

Aコート全面 １時間 6,600 

Aコート半面 １時間 3,850 



Bコート全面 １時間 6,600 

Bコート半面 １時間 3,850 

照明施設 

Aコート５基点灯 １時間 3,300 

Aコート３基点灯 １時間 2,200 

Bコート５基点灯 １時間 3,300 

Bコート３基点灯 １時間 2,200 

※ 消費税を含む 

６ 行商又はこれに類する行為 

単位 使用料(円) 

１件につき１日 1,200 

附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

２ 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の許可に係る使用料について適

用し、同日前の許可に係る使用料については、なお従前の例による。 

 



嘉島町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成27年嘉島町条例第20号)新旧対照表 

現行 改正後（案） 

(有料施設) (有料施設) 

第６条 運動公園の施設のうち有料で使用させるもの(以下「有料施設」

という。)は、別表    のとおりとする。                           

                                                  

第６条 運動公園の施設のうち有料で使用させるもの(以下「有料施設」

という。)は、別表第１のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と

認めるときは、臨時に有料施設を定めることができる。 

(使用料の納付) (使用料の納付) 

第８条 使用者が別表 に定める有料施設を使用しようとするときは、

別に      定める使用料を納付しなければならない。 

第８条 使用者が第６条に定める有料施設を使用しようとするときは、

別表第２に定める使用料を納付しなければならない。 

２ （略） ２ （略） 

(利用料金) (利用料金) 

第17条 （略） 第17条 （略） 

２ 利用料金の額は、別      に定める額を基準として、指定管理者が

あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。 

２ 利用料金の額は、別表第２に定める額を基準として、指定管理者が

あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。 

３ （略） ３ （略） 

別表(第６条関係) 別表第１(第６条関係) 

（略） （略） 

 別表第２(第８条関係) 

１ 多目的競技場 

 区分 単位 使用料(円) 

町内 町外 

全面 １時間 3,000 6,000 

陸上トラック 占用使用 １時間 1,800 3,600 



個人使用 １回 50 50 

会議室 １時間 300 300 

多目的室 １時間 300 300 

更衣室(占用使用) １室１

回 

500 500 

冷暖房費 １台 100 100 

(１時

間) 

照明施設 

４基全点灯 １時間 2,400 4,800 

４基半点灯 1,200 2,400 
 

 ※ 消費税を含む 

２ 野球場 

 区分 単位 使用料(円) 

町内 町外 

野球場 １時間 600 1,200 

照明施設 

６基全点灯 １時間 3,600 7,200 

６基半点灯 １時間 1,800 3,600 

４基全点灯 １時間 2,400 4,800 

４基半点灯 １時間 1,200 2,400 
 

 ※ 消費税を含む 

３ テニスコート 

 区分 単位 使用料(円) 



町内 町外 

全面 １時間 800 1,600 

１面 １時間 400 800 
 

 ※ 消費税を含む 

４ 附属設備 

 区分 単位 １回の使用料(円) 

附属設備

等 

放送設備 １式 500 

長机 １台 100 

椅子 １脚 50 

競技者用長椅子 １脚 50 

担架 １台 100 

デジタルスコアボード １基 300 

持込器具 １回 200 
 

 ※ 消費税を含む 

５ 人工芝グラウンド 

 区分 単位 使用料(円) 

Aコート全面 １時間 6,600 

Aコート半面 １時間 3,850 

Bコート全面 １時間 6,600 

Bコート半面 １時間 3,850 

照明施設 

Aコート５基点灯 １時間 3,300 

Aコート３基点灯 １時間 2,200 

Bコート５基点灯 １時間 3,300 



Bコート３基点灯 １時間 2,200 
 

 ※ 消費税を含む 

６ 行商又はこれに類する行為 

 単位 使用料(円) 

１件につき１日 1,200 
 

 


